
     一般社団法人山梨県浄化槽協会からのお知らせ 

 

 

 

 

 

 

  

 職  種  浄化槽の法定検査                   

      

   雇用形態   正社員 

 

賃  金  当社規定による （昇給年 1回・賞与年 2回） 

 

手  当  扶養手当・通勤手当・検査業務手当 

 

就業時間  08時 30分～17時 15分（繁忙時には土曜日出勤あり） 

 

休日等   土・日・祝日・夏季休暇・冬期休暇 

      （６ケ月経過後の年次有給休暇１０日） 

 

加入保険  雇用保険 労災保険 健康保険 厚生保険 

 

退職金制度 あり （勤続１年以上） 

 

仕事内容   主な業務は浄化槽の法定検査と啓発業務 

        はじめは補助職員として検査員に同行し実務経験を積み、検査員資格取得    

を目指します。資格取得後は浄化槽法定検査員として業務を行います。 

 

  試用期間 あり 期間３ケ月～４ケ月 

 

年  齢  年齢制限あり（４0歳以下） ＊長期勤続によるキャリア形成 

 

  資  格 普通自動車運転免許 

 

     一般社団法人 山梨県浄化槽協会 
          （浄化槽法に基づく山梨県の指定検査機関） 

甲府市西下条町 965番地 電話 055-288-1132 

浄化槽検査員募集    

   一般社団法人 山梨県浄化槽協会 
         （浄化槽法に基づく山梨県知事指定検査機関） 

甲府市西下条町 965番地 電話 055-288-1132 

 


